
 

第２章  行政改革推進プログラム 

 
１ 推進プログラムの体系 

 

【体系図】 
  行革大綱【後期】に基づく行政改革推進プログラム体系は以下のとおりとします。 
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【推進プログラム一覧】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 



 

 

 

２ 目標実現に向けた取り組み 
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３ 推進体制 
 

 行革大綱【後期】は、下記による推進体制のもと、社会情勢や市民ニーズの変化へ対応

するため、ＰＤＣＡサイクル【計画(Plan) ⇒ 実施（Do）⇒ 検証（Check）⇒ 改善

（Action）】の進捗管理手法により推進していきます。 

 

（１）庁内策定組織 

  ◇行政改革推進本部 
市長・副市長・教育長・部局長・会計管理者等により組織し、行政改革大綱及び行政改

革推進に関する計画の策定及びその推進、計画の推進状況の公表等に関する決定を行い

ます。 

 
 

◇行政改革推進本部幹事会 
部局次長及び総合支所長等により組織し、本部の会議に付議すべき事項を事前に調査

検討し、行政改革推進本部の効率的運営を図ります。 

 

◇ワーキングチーム 
行政改革推進本部幹事会に専門的事項を調査検討させるワーキングチームを設置しま

す。 

 

（２）民間委員による組織 
 

  ◇行政改革懇話会 
専門的知識を有する学識経験及び企業、各種団体、市民代表により構成する栗原市行

政改革懇話会を設置し、栗原市の行政改革に関し、市民の視点から意見・提言をいただき

ます。 

 

図 第３次栗原市行政改革大綱【後期】 推進体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 


